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霧多布湿原センター指定管理者選定に関する公募型プロポーザル審査基準 

 

第 1 総則 

 霧多布湿原センター指定管理者選定に関する公募型プロポーザル審査基準（以下「審

査基準」という｡）は、霧多布湿原センターの指定管理者の選定にあたり、応募者を適

正に選定するための基準を示したものである。 

 なお、この審査基準は、霧多布湿原センター指定管理者公募要項（以下「要項」とい

う｡）及びその他浜中町（以下「町」という。）が、指定管理者の選定に関連して配布

する資料並びに質問に対する回答と一体のものとして取り扱う。 

 

第 2 提案の審査 

 審査は、応募者から提出された提案書等に対して 2 段階に分けて実施する。 

 なお、第 1 段階審査において、必要な要件等を満たしていない場合は、失格とする。 

第 1段階審査は、町において審査することとし、第 2段階審査は、霧多布湿原センタ

ー指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という｡）において審査する。 

なお、第 2段階審査に当たっては、提案内容の確認のために、応募者によるプレゼ 

ンテーションを予定しているが、日時、場所、内容等については応募者に別途通知する。 

 

 応募者による提案書等の提出  

 

第
１
段
階
審
査 

資格の適格検査 

基本的事項の適格検査 

          不適格 

                         失格 

定量的事項の審査 

           予定協定対価超過 

                          失格 

  

定性的事項の審査 第
２
段
階
審
査 

 

最優秀提案応募者と優秀提案応募者（次点）の選定 

町において、資格、基本的事項の適格を審査し、適格審査に適合し、かつ、予定協

定対価の定量的事項審査において予定協定対価以内の提案についてのみ、選定委員会

において定性的事項の審査（プレゼンテーション）を行い、その合計で最優秀提案応

募者と優秀提案応募者（次点）を選定する。 
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第 3 審査項目と配点 

（１） 第 1段階審査（町による審査） 

１） 適格審査（申請資格の適格審査） 

 要項要件を満たしていない場合は失格とする。 （適格・失格） 

  

２） 定量的事項の審査（60.0） 

 公の施設の管理経費の縮減に関する評価（提案協定対価に関する評価） 

60.0 

ただし、町の予定協定対価を超えている提案は、失格とする。 

注）提案協定対価とは、申請者が提出した「収支計画書（様式 7)」の提案

協定対価の額 

  

（２） 第 2段階審査［定性的事項の審査］（選定委員審査） （90.0） 

１） 公の施設として利用者の平等な利用の確保に関する評価  10.0 

① 施設の設置目的の理解に関する評価〔5.0〕 

② 平等な利用の確保に関する評価〔5.0〕 

  

２） 施設の効用の最大限の発揮に関する評価 30.0 

① 利用者の増加に関する評価 〔10.0〕 

② 利用者に対するサービスの向上に関する評価〔10.0〕 

③ 施設の適切な管理運営に関する評価〔10.0〕 

  

３） 施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力に

関する評価  40.0 

①  収支計画の内容に関する評価〔10.0〕 

② 安定的な運営が可能な人的能力に関する評価〔10.0〕 

③ 安定的な運営が可能な経営基盤に関する評価〔10.0〕 

④ 類似施設の運営実績に関する評価〔10.0〕 

  

４） 地域住民の雇用及び地域経済効果に関する評価 10.0 

① 地域住民の雇用に関する評価〔5.0〕 

② 地域経済効果に関する評価〔5.0〕 
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第４ 第 1段階審査の審査項目と評価方法 

第 1段階審査では、次の審査項目について、各要件の適否を確認し、要件を満たして

いない場合は、失格とする。失格となった場合には、第 2段階審査は実施しない。 

 なお､第 1段階審査の適否についてプレゼンテーション実施前に応募者(代表企業等）

へ通知する。 

 

（1） 適格審査 

要項に示す応募資格要件を満たしていることを確認する。審査の結果、不適格とな

った場合は失格を原則とするが、応募者が、町の指定する期間内に代表者及び役員の

制限に抵触した者を除外し、かつ、除外しても応募に伴う全ての要件を満たすための

手当を行い、その内容を町が承諾した場合は、当該応募者を失格にしないものとする。 

 

（2） 定量的事項の審査及び評価方法 （配点：60．0） 

定量的事項の審査では、提案された協定対価を適正に評価するため、次の式により

算出した値を応募者の得点とする。町の予定協定対価以内の提案を行った応募者の得

点は、次の算定式により計算した結果について小数点第 3位を切り捨てし、 

 小数点第 2位まで求める。（端数処理は計算過程においても同様とする｡） 

 

【得点算定式】 

得点＝基準配点（60）×Ｂ÷Ａ 

 Ａ：【採点の対象となる提案協定対価価格】 

 Ｂ：【応募者のうち最も低額な協定対価】 

 

（3） 予定協定対価  

指定期間（令和 2 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日）における予定協定対価の上 

限は、下記のとおりとする。 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 合 計 

29,000千円 29,000千円 29,000千円 29,000千円 29,000千円 145,000千円 

（税抜） 

 

第 5 第 2 段階審査の審査項目と評価方法 

第 2段階審査では、定性的事項について、次の審査方法に従い、各提案の採点を行

う。 

 

（1） 定性的事項の審査及び評価方法 （配点：90．0） 

 定性的事項の審査については、（2）～（5）の各項目により、次の①～⑤の区分 
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で評価を行い、個々の配点枠に各区分の数値を乗じたものを各項目の得点とする。 

ただし、配点は、小数点第 3位を四捨五入し、小数点第 2位まで求める。 

 

① 非常に評価できる 

② やや評価できる 

③ 標準的 

④ やや評価できない（管理運営において、やや不安要素がある） 

⑤ 非常に評価できない（管理運営において、非常に問題がある） 

提案すべき事項に必要な提案がされていない 

（プレゼンテーション・聴き取り調査の内容も含めて） 

１.００ 

０.８０ 

０.６０ 

０.４０ 

０.２０ 

 

1）公の施設として利用者の平等な利用の確保に関する評価 （配点：10） 

（主な評価事項） 

 ・ 施設を設置した目的を理解しているか。 

 ・ 施設の設置目的の達成のためのコンセプト等は明確か。 

 ・ 公共施設として住民利用の制限､優遇など差別的取扱いがないか。 

 

2）施設の効用の最大限の発揮に関する評価 （配点：30） 

ア 利用者の増加に関する評価 

   （主な評価事項） 

・ 利用者にとって利用しやすい施設運営であるか。 

・ 利用者の利便性を高め、利用を増進させる工夫があるか。 

   イ 利用者に対するサービスの向上に関する評価 

   （主な評価事項） 

   ・ 施設の設置目的を理解し、その効用を発揮するための工夫はあるか。 

   ・ 利用者に対するサービス向上の工夫はあるか。 

   ・ 利用者の要望や意向が施設の管理運営に取り入れられる工夫があるか。 

   ウ 施設の適切な管理運営に関する評価 

   （主な評価事項） 

   ・ 公共施設の管理運営を民間が担うという指定管理者制度の意義を理解してい

るか。 

   ・ 管理運営の提案は、具体的かつ実現可能性があるか。 

・ 施設の運営を安全に行える体制になっているか。 

 

3） 施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力に関す

る評価 （配点：40） 
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 ア 収支計画の内容及び実現性に関する評価 

  （主な評価事項） 

 ・ 収入、支出の積算と業務計画の整合性は図られているか。 

  ・ 収支計画は具体的かつ実現可能であるか。 

 イ 安定的な運営が可能となる人的能力及び経営基盤に関する評価 

  （主な評価事項） 

  ・ 施設を管理運営するための人的能力、組織体制があるか。 

  ・ 従業員の雇用方法や処遇が適切であるか。 

  ・ 応募者は経済的（資産、経営収支等）に安定しているか。 

  ・ 施設の管理運営に対する意欲はどうか。 

  ウ 類似施設の運営実績に関する評価 

  ・ 施設の管理運営に関する実績、ノウハウはどうか。 

 

4）地域住民の雇用及び地域経済効果に関する評価（配点：10） 

（主な評価事項） 

・地域住民の雇用拡大が配慮されているか。 

・地産地消、地元調達が配慮され、公の施設の管理運営が地元経済への波及効果を

期待できるか。 

 

第 6 最優秀応募提案者等の選定方法 

 定量的事項の審査と定性的事項の審査の合計により、最高得点の者を最も優れた提案

を行った応募者として、最優秀応募提案者、次点を優秀応募提案者として選定する。 

 ただし、定量的事項の審査と定性的事項の審査の合計が、最高得点で複数ある場合は、

定性的事項の審査について最高得点と評価した委員数の多い者を最優秀応募提案者、次

点を優秀応募提案者とする。 

 なお、最高得点と評価した委員の数が同数の場合は、各委員協議の上、再度、評価を

行い、最も良いと思われる提案について多数決により最優秀応募提案者及び優秀応募提

案者を選定する。 

 


